
令和７年度福岡県「１万人のクリーンアップ大作戦」事業運営等業務委託仕様書 

 

１ 業務の名称 

令和７年度福岡県「１万人のクリーンアップ大作戦」事業運営等業務 

 

２ 業務期間 

契約締結の日から令和８年３月２４日 

 

３ 事業者選定方式 

  企画提案型 

  ※申込方法等については、公募実施要領を参照すること。 

 

４ 業務の目的 

  本県では、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進することを目的に「福岡県海岸漂着

物対策地域計画」を策定し、海岸漂着物の発生抑制に関する事業を進めている。 

  海のプラスチックごみの約８割は、街などの陸域で発生し河川等を通じて海へ流出したも

のと考えられている。 

  こうしたごみの流出を防ぐには、ポイ捨て防止、適切なごみの管理、継続的な清掃活動の

実施等、日常生活における一人一人の行動変容が重要であることから、県民が漂着ごみの現

状を知り、海の環境保全やプラスチックごみ削減への意識を高める機会となるよう、「１万人

のクリーンアップ大作戦」と称した県内の海岸や河川、道路等での清掃活動を促す取組及

び、「１万人のクリーンアップ大作戦」のキックオフイベントとして、県が主催する海岸清掃

イベントを筑前海で開催するもの。 

  なお、県が主催する海岸清掃イベントで回収した漂着ごみは別途開催するワークショップ

でのアート作品制作等にも活用する予定である。（ワークショップ開催やアート作品制作は本

委託には含まない。） 

 

５ 委託業務の内容 

上記の目的を達成するため、参加者を募集する「１万人のクリーンアップ大作戦」事業の

運営やサイトの運用及び県主催の海岸清掃イベントの運営。それぞれの内容については下記

の通りとする。 

 

Ａ 「１万人のクリーンアップ大作戦」に係る業務 

  令和７年１０月の１ヶ月間を「１万人のクリーンアップ大作戦」の実施期間として設定

し、ボランティア団体や企業等を対象として、実施期間中に取り組む清掃活動を募集、エン

トリーしたボランティア団体や企業等の清掃活動の予定を紹介する特設サイトを開設する。

また、清掃活動に参加したい一般の人は、特設サイト上で、近場等で行われる参加可能な清

掃活動を検索することができるようにする。（別紙、企画書を参照） 

 

(1) 「１万人のクリーンアップ大作戦」特設サイトの構築・管理・運営 

サイトの構築に係る仕様については別紙「サイト構築仕様」のとおりとする。 

管理・運営等に係る業務については下記のとおりとする。 



① 「１万人のクリーンアップ大作戦」特設サイト上のエントリー専用フォームや実績報

告専用フォームからの登録受付に係る問い合わせ対応等、特設サイトに係る問い合わ

せ等への対応 

② 事業終了後の特設サイトドメインについて、県が管理する「lg.jp」ドメインは使用し

ないため、ドメインを廃止した後に悪意のある第三者に不正サイトへの誘導等に利用

される可能性がある。そのため、ドメインの廃止にあたって「使用しなくなったドメ

イン（旧ドメイン）の一定期間（５年程度）の保持」「終了時に、サイトへ HTTP応答

コード 301を用いた転送を行うことで、本ドメインが検索サイトの上位に表示される

機会をできるだけなくす措置」を行うこと。 

 

(2) 県登録清掃団体への登録依頼 

県が把握している清掃団体に対し、郵送によるエントリー依頼を行う。具体的な対応内容

は下記フローのとおり。 

 

県が提供する清掃団体リスト（およそ 1,500団体）宛てに、郵送にてエントリー依頼を

行う。（エントリー用紙返送用封筒も同封すること）広報チラシを作成し、同封するこ

と。 

※特設サイトのエントリー専用フォームからの登録を案内するとともに、紙による郵送

でのエントリーも受け付ける 

↓ 

紙で提出のあったエントリー情報を特設サイトに反映させる。（紙での提出 150件を想

定） 

↓ 

特設サイトの実績報告専用フォームからの入力が困難な団体から、電話での実績報告を

受け付け、入力。 

 

(3) 実績報告の集計 

特設サイトの実績報告専用フォーム等に報告される内容の集計及び特設サイトへの掲載 

 

(4) 参加団体への景品等の送付 

  「１万人のクリーンアップ大作戦」実績報告のあった団体等から抽選（任意の方法）で

10団体を選出し景品の送付を行う。なお、景品については県と協議して決定すること。 

  また、参加団体へ県が用意するお礼メッセージの送付をメールにて行うこと。 

 

(5) その他 

   受託者は、上記のほか「１万人のクリーンアップ大作戦」事業の運営に必要な業務を行

う。 

 

Ｂ キックオフイベント（「日韓海峡沿岸海岸漂着ごみ一斉清掃」）運営等業務 

  「１万人のクリーンアップ大作戦」のキックオフイベントとして、「日韓海峡沿岸海岸漂着

ごみ一斉清掃」を開催する。 



 

（1）キックオフイベントの内容 

   キックオフイベントの内容は「スポーツごみ拾い」とする。「スポーツごみ拾い」の実施

にあたっては（一社）ソーシャルスポーツイニシアチブと協議すること。 

   なお、スポーツごみ拾いにおいて、ごみの計量時に待ち時間が長時間発生する見込みがあ

る場合は、参加者が退屈しない企画等を検討すること。 

 

（2）実施場所（予定） 

  新宮海岸（福岡県糟屋郡新宮町） 

  ※なお、実施場所については、市町村との協議等によって変更する可能性がある。 

 

(3) 実施日、回数、参加者数見込 

  ① 実施日は１０月４日（土）とする。 

※上記実施日以外に予備日を１日設ける。（１０月中を目途） 

※詳細の日程については、関係自治体等との協議により決定し、上記日程から変更に

なる可能性がある。 

  ② 実施回数は 1回とし、１回のイベントはおおよそ３時間程度とする。 

  ③ 参加者の見込みは 300名程度とする。 

 

(4) 保険の加入 

  受託者は、参加者の事故等に備えたイベント保険等への加入及び給付の手続き等の業務を 

行う。 

 

（5）参加者の募集、受付等 

   受託者は事務局を設置し、参加希望者からの参加申込の受付等に関する以下の業務を行う 

  ① 参加希望者からの問い合わせ対応及び申込受付（申込手段は、特設サイトからの申し

込みの他に、電話や FAXにおいても対応できる体制を確保すること。） 

  ② 保険等に係る諸手続き 

  ③ 大会及び大会関連イベント（ワークショップなど）等についての諸連絡 

 

 (6) キックオフイベント当日の運営 

  受託者は、当日の運営に関する以下の業務を行う。 

  ① キックオフイベント当日の司会進行等 

  ② キックオフイベント開催に係る会場設営及び撤収 

  ③ 参加者の交通手段及び輸送手段の確保（公共交通機関の最寄駅等からイベント会場ま

での距離が遠い場合に、送迎バスの運行を行う等） 

  ④ 近隣に使用できるトイレがない場合、仮設トイレの設置（男女１台ずつ）及び撤収 

  ⑤ 看板設置等による大会開催場所への参加者の誘導 

  ⑥ 参加申込者の受付対応等 

  ⑦ 県の取組を紹介できる休憩所兼啓発ブース（県作成動画の上映やその他資材（パネ

ル）の掲示等）の設置、運営 

  ⑧ 参加者の安全の確保及び有資格者による体調不良者やけが人等の救護（AEDの持ち込



み含む）※熱中症対策にも留意すること。 

  ⑨ 大会様子の写真及び動画撮影（スマートフォン等の簡易的な機材での撮影で可） 

  ⑩ 駐車場の管理、誘導 

  ⑪ アンケートの実施、集計 

 

(7) 荒天時の連絡等 

   受託者は、開催日前日の正午時点で台風、大雨及び洪水警報が発表されている場合には、

発注者と協議の上、キックオフイベントの中止または延期の判断を行い、参加者への連絡及

び問合せ対応を行う。 

 

（8）イベント実施後の対応 

   キックオフイベント実施後、当日の様子を特設サイトにアップする。 

 

(9) その他 

   受託者は、上記のほかキックオフイベントの開催及び運営に必要な業務を行う。 

 

Ｃ 広報業務 

  受託者は「１万人のクリーンアップ大作戦」及びキックオフイベントの実施及び参加者募

集に関する広報を行う。 

 

 (1) SNS等を活用した広報 

   ホームページ（「１万人のクリーンアップ大作戦」特設サイト等）や SNS広告等（インス

タグラムや X（旧 Twitter）等）その他広告媒体を使用し、参加者数増加を見込める広報を

行うこと。 

 

 (2) チラシの作成・配布 

   「１万人のクリーンアップ大作戦」広報チラシ及びキックオフイベントの広報チラシを作

成すること。 

 

 (3)その他 

  受託者は、上記のほか広報に必要な業務を行う。 

 

６ 留意事項 

最終的な特設サイトおよびキックオフイベントの内容は、提出された企画提案書を基に担

当課と協議のうえ決定する。 

疑義が生じた場合は、担当課と協議し決定すること。 

 

７ 著作権等について 

本業務により作成された成果品に係る全ての著作権は福岡県に帰属するものとし、今後、

県が実施する啓発事業において使用することができるものとする。また、受託者は、成果品

に関する著作人格権その他一切の権利を行使しないものとする。 

県が提供する一切の資料等については、他への流用を禁止し、企画提案書提出又は委託業



務終了後、速やかに返却又は破棄するものとする。 

 

８ 成果報告 

  事業完了の後、成果報告書に、特設サイトのアクセス・運用状況の報告及びキックオフイベ

ントの実績が分かる資料を添付のうえ成果報告を行う。 


